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(57)【要約】
【課題】　一定のエリアごとに特定の動物の個体数を迅
速に計測することのできること。
【解決手段】　赤外線サーモグラフィカメラを搭載した
飛行体を予め設定した飛行ルートに沿って飛行させ、撮
影位置に到達したとき又は周期的に、赤外線サーモグラ
フィカメラで撮影し、撮影画像に緯度、経度、高度を含
む撮影位置を付して記憶手段に保存する撮影段階と、コ
ンピュータ装置において前記記憶手段に保存されている
撮影画像から特定の動物を検出する画像解析段階と、当
該画像解析段階で抽出したある範囲の動物の個体数を用
いて対象エリア全体の当該動物の個体数を推定演算する
統計処理段階と、を含む。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤外線サーモグラフィカメラを搭載した飛行体を予め設定した飛行ルートに沿って飛行
させ、予め定めた撮影位置に到達したとき又は周期的に、前記赤外線サーモグラフィカメ
ラで撮影し、撮影画像に緯度、経度、高度を含む撮影位置を付して記憶手段に保存する撮
影段階と、
　コンピュータ装置において、前記記憶手段に保存されている前記撮影画像から特定の動
物を検出する画像解析段階と、
　前記画像解析段階で抽出したある範囲の動物の個体数をもとに対象エリア全体の当該動
物の個体数を推定演算する統計処理段階と、
　を含むことを特徴とする動物生息状況調査方法。
【請求項２】
　ＧＰＳと、赤外線サーモグラフィ撮影手段と、前記赤外線サーモグラフィカメラで撮影
した撮影画像を格納する記憶手段とを備えた飛行体と、
　前記記憶手段に格納されている撮影画像から特定の動物を検出するコンピュータ装置と
、を備えた動物生息状況調査システムであって、
　前記飛行体は、
　予め設定した飛行ルートあるいは操縦器からの指令に基づいて飛行させる飛行制御手段
と、
　予め定めた撮影位置に到達したとき又は周期的に、前記赤外線サーモグラフィカメラで
撮影し、撮影画像に緯度、経度、高度を含む撮影位置情報を付して前記記憶手段に保存す
る撮影制御手段と、を備え、
　前記コンピュータ装置は、
　前記記憶手段に保存されている撮影画像から特定の動物を検出する画像解析手段と、
　前記画像解析手段で検出したある範囲の動物の個体数をもとに対象エリア全体の当該動
物の個体数を推定演算する統計処理手段と、
　前記統計処理手段で推定演算した結果を出力する手段と、
　を備えたことを特徴とする動物生息状況調査システム。
【請求項３】
　前記画像解析手段は、前記撮影画像の輝度画像から予め定めたパターン形状を抽出し、
当該パターン形状の温度分布により、対象の動物を検出することを特徴とする請求項２に
記載の動物生息状況調査システム。
【請求項４】
　時期、地表面温度範囲ごとに検出対象の動物のパターンを格納するパターンデータベー
スを備え、撮影時の時期および地表面温度に基づいて前記パターンデータベースから該当
するパターンを抽出し、該パターンに基づいて対象の動物を検出することを特徴とする請
求項３に記載の動物生息状況調査システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドローン等の飛行体を用いて動物の生息状況を調査する動物生息状況調査方
法および動物生息状況調査システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、一定の地域や範囲に生息する鳥獣の固体数を把握する場合、まず限られた狭い範
囲について目視で計測を行い、このデータをもとに一定範囲について生息する個体数を予
測している。このような目視による方法では、個体数を正確に把握できず、また観測範囲
が狭くなるため、捕獲・狩猟により個体数調整を行った場合に、その効果を正確に判断す
ることが困難である。
【０００３】
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　一方、従来から鳥獣の撮影画像をもとに、その画像中の鳥獣を識別する技術が提案され
ている。例えば特許文献１では、停留状態の鳥類を所定時間撮影して得た映像データから
、動いている物を消去する消去処理を施して対象データとし、予め作成された停留状態の
鳥類の態様を特定した基準データと前記対象データとのテンプレートマッチングを行い、
停留状態の鳥類の数及び停留位置を確定する方法が提案されている。
【０００４】
　また、特許文献２では、特定の空間領域を撮影することにより取得した複数枚の画像に
ついて、フレーム間差分処理を行う一方、フレームを複数の小領域に分割して、さらに当
該領域を鳥獣の胴体として仮定する胴体領域と鳥獣の翼部として仮定する翼領域とに分割
し、胴体領域と翼領域それぞれの差分処理により得られた画素数の大きさに基づいて、前
記小領域が１羽の羽ばたいている鳥獣が存在する領域であるか否かを判定することにより
、特定の空間領域に存在する鳥獣のうち羽ばたいている状態の鳥獣を識別する技術が提案
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１３８３１０号公報
【特許文献２】特開２０１４－９２８４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１，２の技術は、鳥類には適用できても、例えば鹿や猪のよう
な動物に対して適用するのは困難である。
【０００７】
　本発明は、上述のかかる事情に鑑みてなされたものであり、鳥類のみならず広範囲に動
き回る動物に対しても適用でき、一定のエリアごとに特定の動物の個体数を精度よく計測
することのできる動物生息状況調査方法および動物生息状況調査システムを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明に係る動物生息状況調査方法は、
　赤外線サーモグラフィカメラを搭載した飛行体を予め設定した飛行ルートに沿って飛行
させ、撮影位置に到達したときに、前記飛行体を空中停止させ、赤外線サーモグラフィカ
メラで撮影し、撮影画像に緯度、経度、高度を含む撮影位置および時刻を付して記憶手段
に保存する撮影段階と、
　コンピュータ装置に前記記憶手段に保存されているデータを入力し、前記撮影画像から
特定の動物を検出する画像解析段階と、
　マルコフ連鎖モンテカルロ法等を用いてメッシュデータを作成すると共に、前記メッシ
ュデータと前記画像解析段階で抽出した動物の個体数とを用いて、撮影範囲を含みそれよ
りも広い対象エリア全体の当該動物の個体数を推定演算する統計処理段階と、を含むこと
を特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る動物生息状況調査方法は、
　ＧＰＳと、赤外線サーモグラフィ撮影手段と、前記赤外線サーモグラフィカメラで撮影
した撮影画像を格納する記憶手段とを有し、空中浮遊可能な飛行体と、
　前記記憶手段に格納されている撮影画像から特定の動物を検出するコンピュータ装置と
、を備えた動物生息状況調査システムであって、
　前記飛行体は、
　予め設定した飛行ルートあるいはリモコンからの指令に基づいて飛行し、撮影位置に到
達したことを検知して、前記飛行体を空中停止させる飛行制御手段と、
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　赤外線サーモグラフィカメラで下方を撮影し、撮影画像に緯度、経度、高度を含む撮影
位置情報および時刻を付して前記記憶手段に保存する撮影制御手段と、を備え、
　前記コンピュータ装置は、
　前記記憶手段に保存されている撮影画像から特定の動物を検出する画像解析手段と、
　マルコフ連鎖モンテカルロ法等を用いてメッシュデータを作成すると共に、前記メッシ
ュデータと前記画像解析手段で検出した動物の個体数とを用いて対象エリア全体の当該動
物の個体数を推定演算する統計処理手段と、
　前記統計処理手段で推定演算した結果を出力する手段と、
　を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　特に、前記コンピュータ装置の前記画像解析手段は、前記撮影画像の輝度画像から予め
定めたパターン形状を抽出し、当該パターン形状の温度分布により、対象の動物を検出す
る。動物は種類ごとに温度分布が異なるので、輝度画像から個体位置を特定し、サーモ画
像の当該個体位置の温度分布により、検出対象の動物か否かを判定する。
【００１１】
　そして、統計処理手段により、対象エリアをメッシュ化したメッシュデータに当該メッ
シュ内の個体数を入力することにより、対象エリア全体の個体数を推定演算する。
これにより、特定の動物を精度よく検出でき、またエリア全体の個体数を迅速かつ簡便に
求めることができる。特に飛行体としてドローンを用いる場合、ドローンは飛行可能時間
が限られているので多大な効果を奏する。
【発明の効果】
【００１２】
　以上の如く、本発明によれば、一定のエリアごとに特定の動物の個体数を精度よく、従
来よりも低コストで計測することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態による動物生息状況調査システムの機能ブロック図である。
【図２】図１の記憶手段内のサーモ画像データファイルのデータ構成図である。
【図３】図１の飛行制御手段の処理手順を示すフローチャートである。
【図４】図１の撮影制御手段の処理手順を示すフローチャートである。
【図５】図１の画像解析手段の処理手順を示すフローチャートである。
【図６】図１のパターンＤＢのデータ構成例の説明図である。
【図７】図１の出力手段によりコンピュータ画面に表示されるメッシュデータ例を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に本発明に係る動物生息状況調査システムの第１の実施の形態について図面を参照
しながら説明する。
【００１５】
　図１において、本実施の形態の動物生息状況調査システム１は、概略的には赤外線サー
モグラフィカメラ（以下、「サーモカメラ」という。）２２とＧＰＳ機能を搭載したドロ
ーン（飛行体）１０と、サーモカメラ２２で撮影した画像（以下、「サーモ画像」という
。）をもとに特定の動物を検出して、当該動物の個体数の演算処理を実行するコンピュー
タ装置３０で構成される。
【００１６】
＜準備段階＞
　ドローン１０の飛行ルートをマップ上の複数の地点を選択することにより行う。選択さ
れた地点は、緯度、経度情報としてドローンの備えるメモリに格納される。飛行ルート情
報はこの他、高度情報も入力可能であり、またドローンの備えるカメラ（可視光カメラ）
２１の向き倍率なども設定できるようにしてもよい。
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【００１７】
　ドローン１０は、またサーモカメラ２２を備えている。ユーザは、当該サーモカメラ２
２の撮影位置（緯度、経度、高度）を予め設定しておく。サーモカメラ２２の撮影位置は
、倍率、高度から撮影範囲がある程度重複するように設定する。なお撮影位置を予め設定
することに代えて、飛行体１０の移動速度をもとに一定の周期で撮影するようにしてもよ
い。この設定情報はドローン１０の備える記憶手段１３に格納される。
【００１８】
＜撮影段階＞
　本実施の形態によるドローンは上記の手順によって設定された飛行ルートに沿った自律
飛行を基本とするが、操縦者がドローン１０の可視光カメラ２１から送られてくる映像を
確認しながら操縦器（リモコン）を用いて指令をすることも可能である。この場合は、操
縦器から送られてくる指令が優先され、ドローン１０はその指令に基づいて飛行する。
【００１９】
　このようにドローン１０は飛行制御手段１１によって、操縦器からの指令に基づいて飛
行し、あるいは予め入力された飛行ルートに沿って自律飛行する。ドローン１０の撮影制
御手段１２は、ＧＰＳからドローン１０の位置情報を常時収集し、ドローン１０が予め設
定された位置に到達するとサーモカメラ２２のシャッターを切り、画像データを取得する
。なお、撮影制御手段１２は周期的にサーモカメラ２２のシャッターを切るようにしても
良い。このとき、取得する画像が一定の幅だけ重複するように、ドローン１０の飛行速度
に応じて周期を可変にすると良い。この他、サーモカメラ２２のシャッターは、操縦器を
介して送られてくる操縦者の指令によって動作するようにしておくのが好ましい。
【００２０】
　サーモカメラ２２によって取得された画像データは、ドローン１０の備える着脱自在の
記憶手段１３（たとえばＳＤカード）に格納される。図２に記憶手段１３に格納されるサ
ーモ画像データファイル１３ａのデータ構成例を示す。撮影されたサーモ画像（撮影画像
）ごとに、撮影位置、撮影時刻、倍率などの撮影条件が関連付けられて保存される。
【００２１】
　図３に飛行制御手段１１の処理手順の一例を示す。
飛行制御手段１１は起動されると、ＧＰＳや高度センサからの位置情報を取得する（Ｓ１
０１）。そして撮影位置に到着すると空中停止し（Ｓ１０２，Ｓ１０３）、撮影制御手段
１２を起動してサーモ画像を取得する（Ｓ１０４）。そして、全ての撮影を終了したか否
かを判定し（Ｓ１０５）、終了していない場合は、次の撮影位置を目標地点としてセット
して飛行し（Ｓ１０６）、ステップＳ１０１からの処理を繰り返す。一方、ステップＳ１
０５で全ての撮影が終了した場合は、目標地点を出発地点にセットして帰路にいたる。
【００２２】
　図４に撮影制御手段１２の処理手順の一例を示す。撮影制御手段１２は、飛行制御手段
１１により起動されると、ドローン１０の高度やサーモカメラ２２の倍率を予め設定され
た値に調整し、サーモカメラ２２からサーモ画像を取得して、記憶手段１３に保存する。
なお、地理的な状況等によりドローン１０を所定の高度に移動できない場合がある。この
ため撮影制御手段１２は、前回取得した画像と一定範囲の領域がオーバラップするように
、ステップＳ２０４で倍率を調整するようにしても良い。
【００２３】
　上述した手順により自律飛行させ、予め撮影画像の一定領域がオーバラップするように
撮影地点を設定しておくことにより、確実にサーモ画像を取得することができる。なお、
より簡便な方法としては、操縦者が操縦器から逐次飛行指令をドローン１０へ送る一方、
撮影制御手段１２は周期的に、あるいは前回撮影した位置から一定距離移動するごとにサ
ーモカメラ２２からサーモ画像を取得するというやり方がある。
【００２４】
＜画像解析段階＞
 ドローン１０が撮影飛行から戻ってくると、ユーザはコンピュータ装置３０に記憶手段
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１３を装着し、そのデータを読み込み可能にする。このコンピュータ装置３０は、汎用の
コンピュータで実現することができる。なお、着脱自在の記憶手段１３に代えて、ドロー
ン１０が記憶手段１３のデータを無線通信等によりコンピュータ装置３０へ送るようにし
ても良い。
【００２５】
　そして、コンピュータ装置３０の画像解析手段３１を起動して、記憶手段１３に保存さ
れているサーモ画像データを読み込み、概略的には次の手順によってこの画像データから
特定の動物を検出する。
【００２６】
（特定動物検出手順の例）
（Ｓ１）サーモ画像中の輝度画像をもとにパターンマッチングで個体位置を抽出する。こ
の際、画像解析手段３１は、パターンＤＢ４１から、撮影時の時期や地表面温度（あるい
は気温）に基づいて検出対象の動物のパターンを抽出する。このパターンは、パターン形
状のほか、パターン形状内ないしその周辺の温度分布を含んでいる。動物は、時期、たと
えば季節により皮膚表面の毛の量が異なり、また地表面温度によりそのサーモグラフィ画
像が変化するので、パターンＤＢ４１には、図６に示すように時期や地表面温度ごとに検
出対象の動物のパターンを保存しておくのが好ましい。
（Ｓ２）当該個体位置に対して、さらにパターン中の所定位置の温度（及び／又は温度分
布）が予め設定した温度（及び／又は温度分布）と一致するか否かを判定する。
（Ｓ３）その判定の結果、一致した場合は、当該抽出した個体が対象の動物であるとして
カウントアップする。
（Ｓ４）サーモ画像に紐付けられているＧＰＳ情報をもとに抽出した個体の位置情報を演
算して、コンピュータ装置の記憶手段に格納する。
【００２７】
　図５に画像解析手段３１の処理手順の一例を示す。
画像解析手段３１は、コンピュータ装置３０の入力インタフェース（図示せず）を介して
起動されると、まずサーモ画像の輝度画像を生成して（Ｓ３０１）、パターンＤＢ４１の
パターン形状（テンプレート）とマッチングするものの位置を全て抽出する（Ｓ３０２）
。このとき、撮影時期や地表温度（あるいは大気温度で代用可）に対応するパターンを抽
出するようにする。そして、ある個体位置について、その位置における温度（温度分布）
を抽出し、パターンＤＢ４１に保存されている設定値であるパターン（温度ないし温度分
布）と比較する（Ｓ３０４）。
　その結果、検出対象の設定値との誤差が一定の範囲内である場合は、抽出したパターン
形状は検出対象であるとしてカウントアップする（Ｓ３０６）。
　上記の処理をステップＳ３０２で抽出した全ての個体位置についてについて実行して（
Ｓ３０７，Ｓ３０８）、そのカウント値を記憶手段に保存する（Ｓ３０９）。
【００２８】
＜個体識別段階＞
　この段階では、個体の一つ一つにＩＤを付し、複数のサーモ画像間でその動きをトラッ
キングする。たとえば個体識別手段３２によりサーモ画像の重複領域を含む一定の範囲に
ついて、２画像間にパターン形状およびパターン形状内の温度分布が同一、すなわち比較
量の差が閾値以下の場合には、同一個体であると認識して同じＩＤを付す。このとき、一
の画像中のパターンについて、動物の通常の移動速度から他の画像中での探索範囲を定め
るようにしても良い。
【００２９】
　以上の処理により、複数のサーモ画像間で重複して撮像される同一個体を排除して、撮
像エリア全体について正確な個体数を求める。
【００３０】
＜統計処理段階＞
　統計処理手段３３は、画像解析段階、個体識別段階で抽出された個体及び、当該画像の
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ＧＰＳ情報をもとに、マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いてメッシュデータを作成する。
メッシュデータに抽出した個体数を入れ、統計処理手段を用いることにより調査対象エリ
ア全体を観測することなく、当該エリアの個体数を予測することができる。
【００３１】
＜結果出力段階＞
　前記統計処理段階で作成されたメッシュデータをもとに出力手段３４によりコンピュー
タ装置のユーザインタフェース上に抽出位置やエリアごとの個体数等の情報を表示させる
。図７は、ユーザインタフェースへのメッシュデータの表示例である。統計処理手段３３
で求めたメッシュごとの統計データを地図に重ねて表示する。例えば、調査対象の動物の
個体数などを表示することができる。
【００３２】
　以上、本実施の形態によれば、撮影エリア内の特定の動物の個体数を精度よく、従来よ
りも低コストで計測することが可能になる。これにより、撮影エリアを含む調査対象エリ
ア全体の個体数の推定も精度よく行うことができる。
【００３３】
　なお、本発明は上述の実施の形態に限定されることなく、その趣旨を逸脱しない範囲で
種々変形して実現することができる。たとえば、ドローンで動画を撮影し、その画像デー
タを目視で確認しながら個体のトラッキング、特に撮影画像重複領域の同一個体の認定を
するようにしても良い。このとき、個体識別手段３２の判定結果と組み合わせることによ
って、より正確な判定が可能になる。
【符号の説明】
【００３４】
１　　動物生息状況調査システム
１０　　飛行体（ドローン）
１１　　飛行制御手段
１２　　撮影制御手段
１３　　記憶手段
１３ａ　　サーモ画像データファイル
２１　　可視光カメラ
２２　　サーモカメラ
３０　　コンピュータ装置
３１　　画像解析手段
３２　　個体識別手段
３３　　統計処理手段
３４　　出力手段
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